
国
労
新
潟
地
本
・
運
転
協
議
会
・
地

上
勤
務
員
分
科
会
幹
事
会
が
五
月
二
十

三
日
に
地
本
事
務
所
二
階
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

各
支
部
か
ら
幹
事
が
九
名
出
席
し
役

員
の
選
出
や
年
間
計
画
に
つ
い
て
議
論

し
ま
し
た
。

石
津
議
長
あ
い
さ
つ

石
津
議
長
か
ら
『任
期
二
年
で
何
を
つ
く
っ

て
い
く
の
か
。
実
態
や
、
運
動
が
見
え
て
い

な
い
。
地
上
勤
務
員
分
科
会
の
再
構
築
を

め
ざ
し
て
い
く
。
分
科
会
の
運
動
は
重
要
と

考
え
る
。
今
ま
で
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
か
ら
構
築
し
運
動
を
立
ち
上
げ
て
い

く
。
任
期
は
二
年
だ
が
国
労
の
運
動
が
見

え
る
も
の
に
し
て
い
き
た
い
』と
あ
い
さ
つ
が

あ
り
ま
し
た
。

運
転
協
の
土
田
事

務
長
か
ら
議
題
に
つ

い
て
年
間
計
画
・役
員

体
制
な
ど
提
案
さ
れ

ま
し
た
。

新
役
員
に
は
〜

★
会

長

新
幹
線
車
両
セ
ン
タ
ー
分
会

佐
藤

昌
典
氏

★
副
会
長

新
津
運
輸
区
分
会

石
田

雅
一
氏

★
事
務
長

長
岡
車
両
セ
ン
タ
ー
分
会

長
谷
川
正
志
氏

が
就
任
し
ま
し
た
。

●
会
費
に
つ
い
て
〜
こ
の
一
年
間
の
活

動
状
況
を
見
な
が
ら
考
え
る
べ
き
だ
。

分
会
で
議
論
が
必
要
だ
。

●
運
転
協
か
ら
も
徴
収
さ
れ
て
い
る
。

エ
ル
ダ
ー
社
員
な
ど
負
担
が
大
き
く
な

ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

●
毎
月
で
は
な
く
ボ
ー
ナ
ス
で
徴
収
し

た
ら
ど
う
か
。

●
年
間
の
活
動
日
程
に
つ
い
て
〜
年
末

に
新
潟
地
本
運
転
協
の
交
流
会
を
開
催

す
る
。
来
年
に
は
東
日
本
本
部
運
転
協

の
交
流
会
が
新
潟
で
開
催
さ
れ
る
。

●
旅
会
社
で
は
〜
移
動
禁
止
合
図
機
に

つ
い
て
本
社
は
車
両
の
前
と
後
ろ
に
合

図
機
を
設
置
す
る
よ
う
説
明
し
て
い
る
。

各
職
場
で
合
図
機
の
設
置
に
つ
い
て
統

一
し
て
い
な
い
。

●
旅
会
社
〜
外
注
化
に
つ
い
て
東
京
地

本
中
心
に
進
ん
で
い
る
。
構
内
と
検
修

な
ど
全
体
へ
波
及
し
て
い
く
の
で
は
な

い
か
。

な
ど
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
会
議
終

了
後
は
、
参
加
者
全
体
で
懇
親
会
を
開

き
ま
し
た
。

交
流
を
深
め
な
が
ら
今
後
の
分
科
会

活
動
の
構
築
に
向
け
て
意
思
統
一
し
ま

し
た
。

季
節
は
六
月
に
入
り
春
か
ら
初
夏
へ

移
っ
て
い
ま
す
。
最
近
は
、
最
高
気
温

が
三
〇
℃
近
い
気
温
ま
で
上
昇
し
真
夏

の
よ
う
な
雰
囲
気
で
す
。
ビ
ー
ル
の
季

節
の
よ
う
で
す
。
地
球
温
暖
化
で
異
常

気
象
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

春
闘
の
賃
金
回
答
は
、
厳
し
い
状
況

で
す
。
貨
物
で
は
０
回
答
が
続
い
て
い

ま
す
。
賃
金
も
異
常
気
象
の
よ
う
に
上

昇
さ
せ
た
い
で
す
ね
。
国
労
は
夏
季
手

当
を
三
・
〇
ヶ
月
を
要
求
し
団
体
交
渉

で
会
社
側
を
追
及
し
て
い
ま
す
。
ハ
ガ

キ
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
行
動
を
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
！
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国
鉄
新
潟証拠開示について

刑訴法『改正』によって公判前整理手続き

における証拠開示の規定が設けられました。

実務的にも従来よりも広い範囲で開示を命じ

る裁判例も出てきていますが、証拠の全面開

示とはほど遠い状況にあります。

被告人の防御権の保障のためには、本来、

検察官の手持ち証拠の全面開示が不可欠です。

ところが、検察官手持ち証拠のリストの開示

も認められていないのが現状です。

開示証拠の目的外使用禁止

検察官が開示した証拠について審理以外の

『目的外使用』を禁じる規定が設けられまし

た（刑訴法２８１条の４、５）。この規定が

形式的に運用されれば、裁判の公開原則（憲

法８２条）を後退させ、国民の裁判批判を困

難にしてしまいます。
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